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令和 3年 5月 28日

調査及び立法考査局

行政法務調査室・課

◆御依頼日 :4月 30日

◆御依頼内容

よきサマリア人の法 (「災難に遭つたり急病になつたりした人などを救 うために無償で善意の

行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗 しても

その結果につき責任を問われない」という趣旨の法)を導入している国 (州 )と 、それら法律

の概要

標記の御依頼につきまして、以下の資料を御提供いたします。

00ood Samritan doctrine(よ きサマリア人の法理)

英米法辞典 (【 資料 l】)は、「Good Sam面匈md∝tine(よ きサマリア人の法理)」 について、

「コモン・ローのもとでは、一般人は他人を救助する義務を負わない。しかし救助に着手した

者は、その情況に応じた注意を払って行為する義務を負う。Good Samaria」 ∝dneは、救助行

為を勧奨するために、救助者は救助の結果について、重過失がなければ責任を負わないとする。

一」と説明しています。

O各国で導入されている「よきサマリア人の法」

1.アメリカ

(1)救助行為に関する法

アメリカでは、救助行為に関する「よきサマリア人の法」が州ごとに制定されており、現在

では全 50州及びコロンビア特別区が「よきサマリア人の法」を有しているとされています (【資

滲キ2,p.461)。

各州の法律は、ボランティアとして緊急状態にある人に救命手当を実施した人に対し、それ

に関する民事責任を免除するという点で共通しています (【 資料 3,p″01)。 しかし細かな要件等

は州によつて異なり、例えば、①免責の対象を、医療従事者や消防隊員・警察官などに限定し

ているか、全ての人としているか、という点に違いが見られます。そのほか、②「誠実に (in

good ttth)」 という要件があるか、③「無償で (withom compcnmtion又 は gratuitously)」 という

要件があるか、④支援義務を課しているか、等にも違いがあります (【 資料 2,p47】 )。

①について、原則的に免責の対象を限定している州の例として、アラバマ州では、被救助者

が心停止している又は心停止していると思われる場合を除き、医師や消防隊員、警察官などの

救助の専門家に対象を絞り、善意かつ無償で救命行為を行った場合の民事責任を否定していま

す (【資料 3,p.71・ 資料 4】 )。 規定の詳細については 【資料 5】 を御覧ください。一方、免責の

対象を限定していない州の例として、アラスカ州では、病院その他の場所において、緊急の救

命行為を要すると認められる人に対し、それを実施したすべての人に対し、免責を認めていま

す (【資料 3,p″ l】 )。 規定の詳細については 【資料 61を御覧ください。

また④について、支援義務を課している州の例として、バーモント州があります。バーモン

ト州では、重大な身体的危害を負った人に対する支援義務を課した上で、支援した者について、

7=

1/3



免責を定めています (【資料4,p31)。 規定の詳細については 【資料 7】 を御覧ください。

また、連邦法として、航空機内で医療的緊急措置が必要になった場合の医療従事者の処置等

の免 責 を定 めた 法律 (Av愚ion Mcdical Assittnce Act:AMAA)(【 資 料 8】)や 、AEDの 使 用 に よ

って傷害が生じた場合の、AEDの使用者・入手者の免責について定めた法律 (Cadiac Arrcま

SuMval Act)(【資料 9】)が制定されています。

(2)その他の法

薬物の過剰摂取者を減らすための対策として、当事者やその目撃者が緊急通報をした場合の

免責等を定める法律が47州及びコロンビア特別区で制定されています。免責等は、薬物関連犯

罪で告発されない、又は刑が減刑される、といった形で行われます (【資料 8。 資料 101)。

また、「ビル・エマーソンよきサマリア人食料寄附法 (Bi‖ Emcrmn Good SamaLn Food

Don“ion Act)」 (連邦法)は、善意の余剰食品寄附に意欲的な食品関連企業や食料生産者、フー

ドバンク等に係る幅広い人たちの篤志活動について、故意や重過失がない限り、寄附した食料

品などがもとで損害が発生したとしても、民事や刑事上の法的責任を問われることはないこと

を明らかにしています (【資料 11,p■ 9】 )。

2.カナダ

緊急時の救助行為を自主的に行った者に対する免責を定めた「よきサマリア人の法」が、全

ての州及び準州で制定されています (【資料 12】 )。

そのほか、「薬物過剰摂取に関するよきサマリア人法 (Good Sam面●n Drug Ovcdose Aの 」

(連邦法)が 2017年に制定されています。同法は、薬物の過剰摂取の当事者や目撃者が緊急通

報をした場合に、例えば薬物の所持について告発しないといった法的保護を与えるものです

(【資料 13】 )。

また、寄附した食品によつて損害が引き起こされた場合の寄附者の免責に関する規定が、州

ごとに定められています (1資料 14,pp.4-7】 )。

3_イ タリア

イタリアでは、「よきサマリア人法」と称される社会福祉を目的とした食品の流通に関する規

則により、余剰食品を寄附した農業食品事業者は、重大な過失がない限り、食品の配布を受け

る最終受益者に対する責任が免除されることが定められています (【 資料 15】 )。

【御提供資料】
・資料1田中英夫編集代表『英米法辞典』東京大学出版会,1991,p385.

・資料2小西敦「緊急事務管理規定とよきサマリア人法の必要性」『国際文化研修』24(4),201

7.春,pp46-51.くhtps:〃wvい崎ianjЙ oШ na1/Pd795-05-OLpd)

。資料3樋口範雄「よきサマリア人法 (日 本版)の検討」『ジュリスト』1158号,1999.6■ 5,pp.

69‐71.

・ 資本斗4 Rod Brouhard,“ Do Ali S●tcs Have Good Sam″itan Laws7'2020.9.17u"ated.VcVW

ell HCalth WebShaく htps:〃ww‐ veヮwellhea‖L∞m/do‐a■‐s●tes‐h"c―good―mmaHtan■aws-129

8836>

・資料5“Code of Ala.§ 6-5-332.Good Sam昴 ほns.''(Lexis Nexis(法令データベース)から打
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ち出し)

。資料6“Alaska Sm● §0965.090.Civil llあ ilityおr emettency aidP'(Le対s Nexis(法 令データ

ベース)か ら打ち出 し)

・ 資 料 7“12 VSA§519.Emergcnり mdical caeF'(レ和s Nexis(法令 デ ー タベ ー ス )か ら打

ち出し)

・ 資料 8 Brim Wc"and Mathcw Varacano,“ Good Sam″ itan Laws,''2020'20 updated.Nation

al Center fbr Biotechnology lnf助 けnation websheく hips://、vⅥへMncbi.ninl.nih.gov′ らooks/NBK54

2176/>

・ 資料 9H.W∞ drufF Tumer,“ Owner Liability br AuЮ mated Extemal DeibH‖ ators in Pennsyl

vanれ''200■9.くhttps://■ lcsklgatcscom/■ loypublication/69eaf38‐ lac64b■―∂3a‐斜18■15c26

/presen“tio″pllblicationatachmen76deac760‐ ld4a498卜b∂b-18ec867側 b2″u“atc_1002">

・ 資料 10 GAO,“ DRUG MISUSE:Most S●tcs Havc Good Samarttn Laws and RescTch lndic

ates l■ey May Have Positive EIじ cも,''2021.3,pp.10-17.Unitcd Slぬ tcs Govemmcnt Account

abi抽けOfnce websi“ 司睛

"s:〃

www.gao,v/asseヽ 4ro‐ 2卜248‐hiまlights.pd>

・資料ll石村耕治「余剰食料寄附促進法制と税制の日米比較～食品関連企業の社会貢献と余

剰食料寄附の促進」『白鴎法学』21(1),2014■ 2,pp■‐31.白鴎大学機関リポジトリくhゆS:〃

hakuoh.“

"miiacjP/?action‐

cpository_uri&item_id=1982&iltidつ l&■ lc n∝ 1>

・資料 12“Ask a lawycr:G∞d Samなhn,''Canadian Nurses Prote“ vc Socicty wcbstく hips:〃

cnps.ca/a:ticlc/ask‐ a‐lavν yer‐good― sanlaritan/>

・資料 13“Abut the Good Sam″ im Drug Overdo"A""2021.5■ 2 modi“d.Govcmment of

Canada websitcく hips:/ム内
"ぃ

″icandacνcnAcalぬ●anad″ scrviceyopioidダあout―good_samarhn―

drug・ovcrdosc― act.htmi>

・資料 14N“onal ZeЮ Wastc Councl,“Food Donation md Civil Liab‖ け h Cmada,''20184.

くht"://… 眩wcta/Documcnぼ FoodDonation― Liabil,D∝ .pd)

・資料15上田暁子「食品廃棄物削減に向けた政策とスター トアップの動向」2020■ ■5.JETRO

ウエブサイ トくmps:/ん甲呵軸opjpんiz/areare"“y2020/97316b“9c58ct7■ tml>

担当 :行政法務課 越田 (内線 :衆議院から98-22100/参 議院から970-22100)
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